
11

令
和
元
年
十
二
月
十
二
日
初
校

10

１
月
の
お
知
ら
せ

１
月
の
お
知
ら
せ

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和２年（2020年） １月号仙台市政だより　令和２年（2020年） １月号

申・問①戸籍住民課（ 〒980-0802青葉区二日町1-23市役所二
日町第四仮庁舎（アーバンネット勾当台ビル）９階☎214･6126、
FAX211･1916、Ｅメールsim004015@city.sendai.jp）②保険
年金課（〒980-8671市役所本庁舎８階☎214･8172、FAX214･
8195、Ｅメールfuk005160@city.sendai.jp）③～⑤税制課

（〒980-8671市役所北庁舎４階☎214･8622、FAX268･4319、
Ｅメールzai003110@city.sendai.jp）

　市では、マイナンバーを含む個人情報を取り扱う事務につ
いて、情報漏えい等のリスクを軽減するための適切な措置等
をまとめた「特定個人情報保護評価書」を作成しています。
このたび、再評価の実施に当たって「特定個人情報保護評価
書」の素案をまとめましたので、市民の皆さんのご意見をお
寄せください。
●対象事務∥①住民基本台帳に関する事務②国民年金および
年金生活者支援給付金に関する事務③個人住民税管理事務④
軽自動車税管理事務⑤固定資産税・都市計画税管理事務
●評価書の配布場所等∥市役所本庁舎１階市政情報センター、
区役所総合案内、総合支所、対象事務の各担当課等で配布す
るほか、市ホームページでもご覧いただけます
●提出方法∥評価書に添付の様式（市ホームページからもダ
ウンロード可）または任意の様式にご意見、住所、氏名を記
入して郵送、ファクス、Ｅメールまたは直接持参で１月22日
までに

市民の皆さんのご意見をお寄せください

仙
台
市
起
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の

催
し

①
起
業
・
創
業
な
ん
で
も
相
談
DデA

Yー②
起
業
家
セ
ミ
ナ
ー
起
業
実
務
編

「
起
業
す
る
な
ら
知
っ
て
お
き
た

い
！
起
業
に
必
要
な
知
識
と
手
続
き
」

③
起
業
家
セ
ミ
ナ
ー
実
践
的
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
「
お
店
づ
く
り
の
基
本
の

キ
！
起
業
家
の
た
め
の
店
舗
コ
ン
セ

プ
ト
作
成
講
座
」

◦
日
時‖

２
月
19
日
㈬
午
後
６
時
半

～
９
時
半　
◦
内
容‖

店
舗
づ
く
り

の
基
本
的
な
プ
ロ
セ
ス
な
ど　
◦
対

象‖

飲
食
・
小
売
・
サ
ー
ビ
ス
業
を

開
業
す
る
予
定
の
方
な
ど
20
人
〔
先

着
〕　
◦
費
用‖

１
０
０
０
円

※
い
ず
れ
も
◦
会
場‖

ア
エ
ル
7
階

申
１
月
６
日
午
前
９
時
か
ら
①
電
話

ま
た
は
直
接
窓
口
へ
②
③
市
役
所
本

庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、
区
役
所
総

合
案
内
な
ど
で
配
布
す
る
申
込
書
で
。

い
ず
れ
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://

日
時

内
容

定
員

ア1/22㈬、
イ2/12㈬

13:00
～
14:00

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
起
業
講

座
ア
「
資
金
計
画
の
考

え
方
」
イ
「
ス
マ
ホ
時

代
の
集
客
術
―
ネ
ッ
ト

で
お
客
を
集
め
る
方
法
」各10人
〔先着〕

14:00
～
17:00
個
別
相
談

―

日
時

内
容

対
象
費
用

2/6㈭
18:30～21:30

税
理
士
に
よ
る
経
理

と
税
務
手
続
き
の
お

話

起業予定の方など
各30人〔先着〕
各1,000円

2/18㈫

行
政
書
士
に
よ
る
開

業
手
続
き
と
契
約
書

の
基
本
の
お
話

w
w
w
.siip.city.sendai.jp/assi

sta/

か
ら
も
申
し
込
め
ま
す　
申
・

問
仙
台
市
産
業
振
興
事
業
団
☎
724
・

１
２
１
２

障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の

催
し

①
働
き
た
い
障
害
の
あ
る
方
向
け
説

明
会

②
移
動
相
談

◦
日
時‖

１
月
25
日
㈯
午
後
１
時
～

３
時　
◦
会
場‖

若
林
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー　
　

※
い
ず
れ
も
◦
対
象‖

市
内
に
お
住

ま
い
の
15
歳
以
上
の
障
害
の
あ
る
方

と
そ
の
家
族
な
ど
①
各
10
人
〔
先

着
〕　
申
１
月
６
日
午
前
９
時
か
ら

電
話
ま
た
は
E
メ
ー
ル
（
申
込
時
の

必
要
事
項
と
①
は
参
加
希
望
日
も
記

入
）
で
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
772
・
5
5
1
７
、
E
メ
ー
ルinfo

@
sendai-w

sc.jp

障
害
福
祉
分
野
の
就
職
応
援
交

流
カ
フ
ェ

◦
日
時‖

２
月
６
日
㈭
午
後
０
時
半

～
2
時　
◦
会
場‖

ア
エ
ル
６
階　

◦
内
容‖

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
の
若
手
職
員
と
の
交
流
会　
◦
対

象‖

大
学
生
、
専
門
学
校
生
30
人

〔
先
着
〕　
申
１
月
６
日
午
前
９
時

か
ら
電
話
ま
た
は
E
メ
ー
ル
（
申
込

時
の
必
要
事
項
を
記
入
）
で
障
害
企

画
課
☎
214
・
８
１
６
３
、
E
メ
ー
ル

fuk005330@
city.sendai.jp

合
同
企
業
説
明
会　
シ
ニ
ア
の

お
仕
事
フ
ェ
ア
in
仙
台

◦
日
時‖

１
月
15
日
㈬
午
前
11
時
～

午
後
３
時　
◦
会
場‖

仙
台
国
際
セ

ン
タ
ー
展
示
棟　
◦
内
容‖

シ
ニ
ア

人
材
を
募
集
し
て
い
る
26
社
に
よ
る

仕
事
内
容
の
説
明
、
職
業
体
験
等　

◦
対
象‖

お
お
む
ね
55
歳
以
上
の
求

職
中
の
方　
◦
直
接
会
場
へ　
問
㈱

廣
済
堂
☎
0
8
0
0
・

5000
・
１
５
４
、

高
齢
企
画
課
☎
214
・
8
1
6
7

保
育
士
リ
タ
ー
ン
セ
ミ
ナ
ー　

◦
日
時‖

１
月
29
日
㈬
午
前
10
時
～

正
午　
◦
会
場‖

エ
ル
･
パ
ー
ク
仙

台　
◦
内
容‖

保
育
の
仕
事
へ
の
就

職
・
復
職
に
役
立
つ
講
話
や
保
育
施

設
等
の
情
報
提
供　
◦
定
員‖
40
人

〔
先
着
〕　
◦
託
児
有
り
（
１
月
22

日
ま
で
要
申
し
込
み
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）　
◦
直
接

会
場
へ　
問
運
営
支
援
課
☎
214
・
8

1
7
9

日
時

内
容

会
場

1/8
㈬

10:00～
11:30

障
害
者
就
労
支

援
セ
ン
タ
ー
等

の
紹
介
や
働
き

方
、
働
く
前
の

準
備
に
つ
い
て

障
害
者
就

労
支
援
セ

ン
タ
ー

1/25
㈯

若
林
障
害

者
福
祉
セ

ン
タ
ー

□注意事項

□申込時の必要事項

□電話番号案内

□仙台市ホームページ
https://www.city.sendai.jp/
   仙台市携帯電話用ホームページ
https://www.city.sendai.jp/m/

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

右記の項目を（往復はがきには
返信先も）記入してください。
特に記載のないものは、はがき
１通につき１人、締切日消印有効。 申申し込み 問問い合わせ 申・問申し込み・問い合わせ

〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

□お知らせの見方

お 知 ら せ

●催しは、1月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁 ・ 来場の際は公共交通機関をご利用ください
●ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921、
　☎214 ・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）と課名のみ
　で届きます

○申し込む内容
　（講座名等）
○〒住所
○氏名（フリガナ）
○電話・
　ファクス番号
○その他必要事項

　 仙台市広報課Facebookページ
httpｓ://www.facebook.com/sendaipr/

□

□

　道路照明灯の電力契約における不適切な事務を受け、平成30
年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算が不認定となったこ
とを踏まえ、下記のとおり措置を講じ、仙台市議会令和元年第
４回定例会で報告しました。

平成30年度仙台市一般会計・特別会計
歳入歳出決算不認定に係る措置について

項目 措置の内容

① 和解
●和解契約の履行
　和解条項に基づき、11月29日に、本市より未契約分の電
気料金1,140万円を東北電力株式会社に支払うとともに、東
北電力株式会社より4,600万円の協力金の支払いを受けた。

②
再発防
止（道
路照明
灯）

●電力契約事務等に関する手順書の作成
　道路照明灯の工事に伴う電力契約の手続きに関する本市
から受注者への指示や受注者からの報告、さらに受注者が東
北電力株式会社に対して行う廃止申請は、文書により行うこ
とや、道路照明灯管理部署における電気料金請求内訳書の確
認方法についてもルール化し、手順書を作成。関係部署へ周
知した。
●電力契約情報を網羅した道路照明灯台帳の整備等
　東北電力株式会社のお客様番号などの電力契約情報を網
羅した道路照明灯台帳を整備するとともに、東北電力株式会
社から必要な契約情報を抽出したデータの提供を受け、本市
の台帳と定期的に照合することとした。また、開発行為等に
伴い移管を受ける場合にも、随時照合することとした。

③

再発防
止（契
約支出
事務全
般）

●契約に係る書類の適正管理
　「契約事務の手引き」に、電力契約の締結、変更、解除に
係る意思決定内容を文書で残すことや、台帳を整備し、デ
ータの確実な更新や定期的な照合を行うことなどを盛り込
み、全庁周知を図った。
●支出事務における内容確認の徹底
　各部署に毎月送付される電気料金請求内訳書について、
契約の新規、変更、解約の手続きが適切に反映されている
か、請求額に誤りがないか等について確認するよう、あら
ためて全庁周知を図り、確認結果を報告する仕組みとした。

④
マニュ
アル総
点検

●仙台市「事務処理指針」の周知とマニュアル等の一斉点検
　事務処理指針に基づき、マニュアル等による事務手順の
明確化やチェック体制の整備を確実に実践するよう全庁に
周知した。併せて、各所属で、事務ごとにマニュアル等が
適切に整備・運用されているか一斉点検を実施した。

⑤ 市民への周知

●市政だより等による周知
　道路照明灯の電力契約における不適切な事務処理に関す
る調査結果についてホームページで公開した。市政だより
12月号にて、道路照明灯に係る事案の概要、東北電力株式
会社との和解、本市としての補

ほ
填
てん
、再発防止策等について

お知らせした。今後、決算不認定を踏まえた措置報告の内
容等についても、ホームページや市政だより等によりお知
らせしていく予定。

⑥ 補填
●補填の考え方及

およ
び方法

　本市が実質的に負担することとなる3,440万円全額につ
いて、管理職の親睦会において必要な資金を借り受け、本
年度中に一括して補填する。

問①②道路保全課☎214･8376③④行政経営課
☎214･1149⑤⑥庶務課☎214･1152

市
民
図
書
館
と
せ
ん
だ
い
メ
デ

ィ
ア
テ
ー
ク
映
像
音
響
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
を
臨
時
休
館
し
ま
す

　
改
修
工
事
の
た
め
、
１
月
20
日
㈪

か
ら
２
月
27
日
㈭
ま
で
休
館
し
ま
す
。

ま
た
、
２
月
４
日
㈫
か
ら
26
日
㈬
ま

で
、
２
階
に
予
約
資
料
受
け
取
り
専

用
の
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

問
市
民
図
書
館
☎
261
・
１
５
８
５
、

せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
☎
713
・

４
４
８
６

市
有
地（
一
般
競
争
入
札
物
件
）

を
お
売
り
し
ま
す

◦
受
付
日
時‖

１
月
６
日
㈪
～
27
日

㈪
の
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
郵
送
の
場
合
は
簡
易
書
留
で
）　

◦
現
地
説
明
会‖

１
月
14
日
㈫
午
前

10
時
半
～　
◦
現
地
説
明
会
に
参
加

し
な
く
て
も
入
札
は
可
能
で
す
が
、

契
約
締
結
後
の
現
地
で
の
引
き
渡
し

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
で
き
る
だ
け

ご
参
加
く
だ
さ
い　
◦
入
札
日
時‖

２
月
６
日
㈭
午
前
10
時
～　
◦
入
札

会
場‖

市
役
所
本
庁
舎
6
階
第
２
会

議
室　
◦
物
件
の
所
在
地
は
土
地
の

地
番
で
、
住
居
表
示
と
は
異
な
り
ま

す　
◦
詳
し
く
は
市
役
所
本
庁
舎
４

階
財
産
管
理
課
で
配
布
す
る
実
施
要

領
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
る
ほ
か
、
希
望
者
に
は
郵
送

も
可
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い　
申
・

問
財
産
管
理
課
☎
214
･
１
２
７
８

「
2
0
2
0
年
農
林
業
セ
ン
サ

ス
」
に
ご
回
答
く
だ
さ
い

　
農
林
業
を
営
む
方
を
対
象
に
2
0

2
0
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
を
行
い
ま

す
。
１
月
か
ら
２
月
に
か
け
て
調
査

員
証
を
携
帯
し
た
調
査
員
が
伺
い
ま

す
の
で
、
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
区
役
所
・
総
合
支
所
総
務
課

オ
ー
エ
ン
ス
泉
岳
自
然
ふ
れ
あ

い
館
の
令
和
２
年
度
の
利
用
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

◦
申
し
込
み
開
始
日‖

２
月
１
日
㈯

◦
申
し
込
み
対
象
期
間‖

【
本
館
】

４
月
１
日
㈬
～
令
和
３
年
３
月
31
日

㈬
【
市
民
キ
ャ
ン
プ
場
】
４
月
１
日

㈬
～
11
月
30
日
㈪　
◦
利
用
可
能
日

や
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.shize

nfureaikan.jp/

を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問

オ
ー
エ
ン
ス
泉
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
館

☎
379
･
２
１
５
１

所
在
地

面
積
用
途

地
域
最
低
売

却
価
格

宮
城
野
区
五
輪
１

丁
目
247
番
６

127.66
㎡

近隣商業
地域

12,100
千円

し
ご
と

障
害
者
雇
用
促
進
企
業
の
登
録

を
受
け
付
け
ま
す

　
登
録
企
業
は
、
市
の
物
品
調
達
等

の
際
、
優
先
的
に
発
注
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

◦
応
募
資
格‖

障
害
者
雇
用
率
が

３
・
6
%
以
上
で
市
の
競
争
入
札
参

加
資
格
を
有
し
て
い
る
、
ま
た
は
４

月
か
ら
の
資
格
登
録
を
新
規
申
請
す

る
企
業　
◦
登
録
有
効
期
間‖

４
月

１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日　
◦
受

付
日
時‖

１
月
15
日
㈬
～
17
日
㈮
午

前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

◦
受
付
場
所
‖
市
役
所
本
庁
舎
８
階

障
害
企
画
課　
◦
申
請
書
は
障
害
企

画
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可　

問
障
害
企
画
課
☎
214
・
８
１
５
１

生
活
支
援
介
護
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
研
修

　
介
護
の
基
本
的
な
知
識
や
技
術
を

学
び
ま
す
。
修
了
後
は
、
仙
台
市
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

の
生
活
支
援
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
の
訪

問
支
援
員
と
し
て
従
事
す
る
資
格
を

得
ら
れ
ま
す
。

◦
日
時‖

２
月
25
日
㈫
・
26
日
㈬

（
全
２
回
）
午
前
９
時
20
分
～
午
後

４
時　
◦
会
場‖

シ
ル
バ
ー
セ
ン
タ

ー　
◦
定
員‖

60
人
〔
抽
選
〕　
申

は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
E
メ
ー

ル
に
申
込
時
の
必
要
事
項
と
生
年
月

日
を
記
入
し
て
１
月
30
日
（
必
着
）

ま
で
に　
申
・
問
シ
ル
バ
ー
セ
ン
タ

ー
（
〒
980│

0013
青
葉
区
花
京
院
１│

３│

２
☎
215
・
3
7
1
1
、
℻
215
・

３
７
１
８
、
E
メ
ー
ルsenkaigo

@
nifty.com

）


